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区
議
会
で
は
、
区
民
の
み
な
さ
ん

の
生
活
に
関
わ
る
様
々
な
問
題
に
つ
い

て
活
発
に
議
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。

　
本
会
議
に
は
通
常
、
区
長
を
は
じ

め
助
役
、
収
入
役
、
教
育
長
や
各
部
長

な
ど
が
出
席
し
て
い
ま
す
。
区
政
が
ど

の
よ
う
な
方
針
で
進
め
ら
れ
て
い
く
の

か
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
委
員
会
で
は
議
案
の
審
査

の
ほ
か
、
み
な
さ
ん
か
ら
提
出
さ
れ

た
請
願
や
陳
情
な
ど
の
審
査
を
行
っ

て
い
ま
す
。

　
本
会
議
を
は
じ
め
、
常
任
委
員
会
、

議
会
運
営
委
員
会
、
特
別
委
員
会
は

ど
な
た
で
も
傍
聴
で
き
ま
す
。

　
本
会
議
場
は
本
庁
舎
中
央
館
７
・

８
階
に
位
置
し
て
お
り
、
本
会
議
場

の
傍
聴
席
は
８
階
に
あ
り
ま
す
。

　
傍
聴
席
は
車
椅
子
で
利
用
で
き
る

４
席
を
含
め
、
一
般
傍
聴
者
分
と
し

て
84
席
、
報
道
関
係
者
分
と
し
て
20

席
を
用
意
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
本
会
議
の
模
様
は
中
央
館

１
階
の
マ
ル
チ
ビ
ジ
ョ
ン
で
同
時
中

継
し
て
い
ま
す
。

　
本
庁
舎
に
お
立
ち
寄
り
の
際
は
、

ぜ
ひ
ご
覧
下
さ
い
。

　
常
任
委
員
会
、
議
会
運
営
委
員
会

及
び
特
別
委
員
会
の
傍
聴
席
は
30
席

（
報
道
関
係
者
・
車
椅
子
を
利
用
す

る
方
を
含
め
ま
す
。）
を
用
意
し
て

い
ま
す
。

　
本
会
議
や
委
員
会
の
傍
聴
を
希
望

さ
れ
る
方
は
「
傍
聴
券
」
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

　
傍
聴
の
申
込
み
は
、
開
会
予
定
時

刻
の
１
時
間
前
か
ら
30
分
前
ま
で
本

庁
舎
中
央
館
６
階
の
区
議
会
事
務
局

で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
傍
聴
席
に
は
限
り
が
あ
り

ま
す
の
で
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は

抽
選
を
行
い
、
定
員
に
満
た
な
い
場

合
は
先
着
順
に
傍
聴
券
を
お
渡
し
し

ま
す
。

　
傍
聴
券
に
は
住
所
・
氏
名
を
記
入

し
て
い
た
だ
き
、
係
員
に
提
示
し
、

本
会
議
場
、
委
員
会
室
に
入
っ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

　
お
帰
り
の
際
に
は
傍
聴
券
を
返
却

し
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
紛
失
さ

れ
な
い
よ
う
に
ご
注
意
下
さ
い
。

　
本
会
議
・
委
員
会
の
日
程
に
つ
い

て
は
、
区
議
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
若
し

く
は
、
お
電
話
で
ご
確
認
下
さ
い
。

　
問
合
せ
　
区
議
会
事
務
局
議
事
係

　
　
　
　（
３
８
８
０
）
５
７
９
７

足
立
区
議
会
の
HP
ア
ド
レ
ス
は
、

h
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w
w
.g
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ぜ
ひ
、傍
聴
し
て
下
さ
い

ぜ
ひ
、傍
聴
し
て
下
さ
い
!!!!

ぜ
ひ
、傍
聴
し
て
下
さ
い

ぜ
ひ
、傍
聴
し
て
下
さ
い
!!!!

ぜ
ひ
、傍
聴
し
て
下
さ
い
!!

　
全
国
市
議
会
議
長
会
と
関
東
市

議
会
議
長
会
よ
り
、
足
立
区
議
会

議
員
６
名
が
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

○
全
国
市
議
会
議
長
会

○
関
東
市
議
会
議
長
会

　
特
別
表
彰（
30
年
以
上
）　
１
名

　
一
般
表
彰（
10
年
以
上
）　
５
名

意
見
書

意
見
書（
全
文
）

全
文
）

公
共
工
事
に
お
け
る
建
設
労
働
者
の
適
正

公
共
工
事
に
お
け
る
建
設
労
働
者
の
適
正

な
労
働
条
件
確
保
等
に
関
す
る
意
見
書

な
労
働
条
件
確
保
等
に
関
す
る
意
見
書

公
共
工
事
に
お
け
る
建
設
労
働
者
の
適
正

な
労
働
条
件
確
保
等
に
関
す
る
意
見
書

●
意
見
書
●

　
区
民
の
み
な
さ
ん
の
生
活
に
直

接
関
わ
る
こ
と
で
も
、
そ
れ
が
国

や
東
京
都
な
ど
の
仕
事
の
場
合
は
、

区
だ
け
で
は
解
決
で
き
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
地
方

自
治
法
に
基
づ
き
、
区
議
会
の
意

思
を
「
意
見
書
」
や
「
要
望
書
」

と
し
て
ま
と
め
、
国
会
や
大
臣
・

都
知
事
な
ど
の
関
係
機
関
に
提
出

し
、
問
題
の
積
極
的
な
解
決
を
求

め
て
い
き
ま
す
。

　
ま
た
、区
議
会
の
意
思
表
明
と
し

て「
決
議
」
を
行
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　
今
定
例
会
で
可
決
し
た
意
見
書
は

次
の
と
お
り
で
す
。
意
見
書
は
関
係

機
関
に
送
付
い
た
し
ま
し
た
。

　
建
設
業
就
業
者
数
は
全
国
で
約
600

万
人
、
都
内
で
は
約
48
万
人
と
な
っ

て
お
り
、
建
設
産
業
は
、
我
が
国
の

基
幹
産
業
と
し
て
社
会
資
本
整
備
と

雇
用
機
会
の
確
保
に
大
き
な
役
割
を

担
っ
て
き
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
近
年
、
緊
縮
財
政

の
下
、
建
設
工
事
の
中
心
と
な
る
公

共
工
事
が
減
少
し
、
企
業
間
の
受
注

競
争
が
激
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い

る
。
こ
の
た
め
下
請
け
や
末
端
の
建

設
労
働
者
の
労
働
条
件
に
し
わ
寄
せ

が
生
じ
て
お
り
、
労
働
条
件
の
悪
化

や
建
設
技
能
労
働
者
の
減
少
に
よ
る

公
共
工
事
の
品
質
低
下
が
懸
念
さ
れ

て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　
国
は
本
年
４
月
に
、
公
共
工
事
の

品
質
確
保
の
基
本
理
念
、
発
注
者
の

責
務
や
品
質
確
保
の
た
め
の
発
注
手

続
な
ど
を
定
め
た
「
公
共
工
事
の
品

質
確
保
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
を

施
行
し
た
。

　
し
か
し
、
公
共
工
事
に
お
け
る
安

全
や
品
質
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、

国
や
地
方
公
共
団
体
が
発
注
者
と
し

て
の
責
務
を
果
た
す
こ
と
は
も
と
よ

り
、
雇
用
の
安
定
や
技
能
労
働
者
の

育
成
も
重
要
な
課
題
で
あ
る
。

　
よ
っ
て
、
足
立
区
議
会
は
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
建
設
労
働
者
の
適

正
な
労
働
条
件
と
、
公
共
工
事
の
品

質
を
適
切
に
確
保
す
る
た
め
、
下
記

事
項
を
早
急
に
実
現
す
る
こ
と
を
強

く
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
記

１
　
公
共
工
事
に
お
け
る
建
設
労
働

　
者
の
生
活
で
き
る
賃
金
、
労
働
条

　
件
の
確
保
及
び
建
設
業
退
職
金
共

　
済
制
度
の
徹
底
を
図
る
こ
と

２
　
建
設
労
働
者
へ
の
賃
金
が
適
切

　
に
支
払
わ
れ
る
よ
う
条
件
整
備
を

　
図
る
こ
と

３
　
公
共
工
事
に
携
わ
る
建
設
技
能

　
労
働
者
の
確
保
・
育
成
を
図
る
こ

　
と
　
　
　
　
　（
６
月
17
日
議
決
）

（
衆
・
参
議
院
議
長
、
内
閣
総
理
大
臣
、

総
務
大
臣
、
厚
生
労
働
大
臣
、
国
土

交
通
大
臣
あ
て
）

請願書・陳情書の例

　
請
願
・
陳
情
は
、
区
民
の
み
な
さ

ん
の
意
見
・
要
望
を
区
政
に
反
映
さ

せ
る
重
要
な
制
度
で
す
。

　
請
願
は
議
員
の
紹
介
が
必
要
で
す

が
、
陳
情
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

　
足
立
区
議
会
で
は
、
陳
情
も
請
願

と
同
じ
よ
う
に
審
査
し
て
い
ま
す
。

　
受
理
し
た
請
願
・
陳
情
は
、
所
管

す
る
委
員
会
で
審
査
さ
れ
、
本
会
議

に
お
い
て
、
そ
の
内
容
に
賛
成
で
き

る
も
の
は
「
採
択
」、
そ
う
で
な
い

も
の
は
「
不
採
択
」
と
し
ま
す
。

　
ま
た
、
次
回
以
降
も
引
き
続
き
審

査
を
必
要
と
す
る
も
の
は
「
継
続
審

査
」
と
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
採
択
し
た
も
の
で
、
足
立
区
に
関

す
る
も
の
は
区
長
や
教
育
委
員
会
な

ど
の
執
行
機
関
に
送
り
、
国
や
都
に

関
す
る
も
の
は
、
意
見
書
や
要
望
書

と
し
て
関
係
機
関
に
送
付
し
、
議
会

の
意
思
を
伝
え
て
い
き
ま
す
。

　
な
お
、
請
願
・
陳
情
の
代
表
者
の

方
に
は
、
本
会
議
で
の
審
査
結
果
（
採

択
、
不
採
択
、
継
続
審
査
）
を
お
知

ら
せ
し
て
い
ま
す
。

　
請
願
・
陳
情
は
い
つ
で
も
提
出
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
本
会
議
招
集
日
の
７
日
前
（
た
だ

し
、
土
・
休
日
を
除
く
。）
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
も
の
は
、
当
該
会
期
中

に
審
査
を
行
い
ま
す
。

　
ま
た
、
本
会
議
最
終
日
の
４
日
前

（
た
だ
し
、
土
・
休
日
を
除
く
。
）

ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
は
、
本
会

議
最
終
日
に
所
管
委
員
会
に
付
託
し
、

閉
会
中
で
の
審
査
に
付
し
ま
す
。

　
請
願
・
陳
情
の
提
出
は
、
区
議
会

事
務
局
ま
で
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　
所
定
の
様
式
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

左
記
を
参
考
に
し
て
お
書
き
下
さ
い
。

　
な
お
、
請
願
書
・
陳
情
書
に
必
要

な
事
項
は
次
の
と
お
り
で
す
。

①
件
名

②
請
願
・
陳
情
の
趣
旨
（
具
体
的
に
）

③
請
願
者
・
陳
情
者
の
住
所
、
氏
名
、

　
電
話
番
号

　（
法
人
の
場
合
は
、そ
の
名
称
及
び

　 

代
表
者
の
氏
名
）

④
押
印
（
私
印
、
た
だ
し
自
署
の
場

　
合
は
不
要
）

⑤
紹
介
議
員
の
署
名
又
は
記
名
押
印

　（
陳
情
書
の
場
合
は
不
要
）

⑥
提
出
年
月
日

⑦
あ
て
先
（
足
立
区
議
会
議
長
）

　
問
合
せ
　
区
議
会
事
務
局
議
事
係

　
　
　
　（
３
８
８
０
）
５
７
９
７

足 立 区 議 会 だ よ り

　 〇〇〇〇〇についての請願（陳情）

請願（陳情）の趣旨
・・・・・・・・・・・・・・・・

理由
・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・・

請願者（陳情者）
　　住　所　〇 〇 〇 〇 
　　氏　名　〇 〇 〇 〇 印（自署の場合は不要）
　　電　話　〇 〇 〇 〇
　　　　　　　　　　　　　外　○○　人

紹介議員（陳情には不要）
　　氏　名　〇 〇 〇 〇 印（自署の場合は不要）

　　年　　月　　日

 足立区議会議長　　○ ○ ○ ○　　様

本会議場傍聴席




